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地区整備計画区域における建築行為等にあたって 

■行為の届出 

地区整備計画区域が定められている区域内で建築物の新築等を行う際には、 

工事の着手の 30 日前かつ建築確認申請の前に、地区計画の届出が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

■建築条例による地区計画の実現 

地区整備計画（２～３頁参照）のうち、（１）～（６）（ただし（５）を除く）については、建築

基準法に基づく区の条例を定める予定です。条例で定められた項目は建築確認の審査対象となり、

内容に適合していない場合は建築できません。 

■容積率制限・斜線制限の緩和 

当地区計画で壁面の位置の制限が定められている敷地では、前面

道路の幅員による容積率の制限や道路斜線制限を緩和することが

可能です。緩和を受けるためには、別途規定する認定基準に基づく

認定が必要となります。 

 

 

今後の予定 
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赤城周辺地区では、平成 28 年 4 月に決定した「赤城周辺地区地区計画」について、第 2 段階

のまちづくりとして、地区を南北につなぐ路線での壁面後退等のルールの導入に向け検討を重ねて

きました。 

これらの検討を踏まえ、平成 30 年 12月 21日付けで赤城周辺地区地区計画を都市計画変更し

ました。赤城周辺地区の皆様には、本地区のまちづくりにご理解・ご協力をいただき、ありがとう

ございました。 

今回新たに追加した地区整備計画の概要については、次ページ以降をご覧ください。 
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平成３１年１月 

新宿区 都市計画部 景観・まちづくり課 

編集協力：㈱首都圏総合計画研究所 

赤城周辺地区地区計画を変更しました！ 

 

適 合 

※確認申請が 

必要な場合 

容積率と斜線制限の緩和を受ける場合は、

認定申請が必要となります 

認定基準に基づく審査 

事前相談 

建築基準法、条例に基づく審査 

計画・設計 

工事着手 

地区計画の届出 

届出内容の審査 

認定申請 

認定通知書の交付 

修正の指導 
地区計画の内容に適合し

ない場合は、区長が勧告

することがあります。 

修正 
計画内容の変更など 

確認済証の交付 

建築確認申請 

適 合 

不適合 

① 土地の区画形質の変更  (切土、盛土、宅地の造成など) 

② 建築物の建築 (新築、増築、改築、移転など) 

③ 工作物の建設 (門、塀、柵、看板の設置など) 

④ 建築物等の用途の変更 

⑤ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 (建築物の色彩の変更、看板の設置・取替など) 

赤城周辺地区のまちづくり 

 

赤城周辺地区まちづくりについては、 
区のホームページでも公開しています！ 
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 赤城周辺地区地区計画変更案 

の説明会を開催しました 

平成 30 年 11 月４日（日）に高齢者福

祉施設神楽坂にて説明会を開催し、19 名

の方にご参加いただきました。 
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 地区計画の内容を建築条

例に定めることで、容積

率・道路斜線の緩和が可能

になります。（詳細は P.4） 
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 (1) 建築物等の用途の制限  対象：第 2段階のまちづくり区域全域 

次に掲げる建築物は、建築してはいけません。 

◇住宅地区  

勝馬投票券発売所・場外車券売場等、マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、カラオケボックス等、 

ガソリンスタンド、危険物の貯蔵又は処理施設 

※性風俗営業を行う建物は、用途地域で規制されています。 

◇住工共存地区 A・B  

性風俗営業を行う建物、勝馬投票券発売所・場外車券売場等、倉庫業を営む倉庫、ガソリンスタンド、 

危険物の貯蔵又は処理施設 

 

(2) 建築物の容積率の最高限度  対象：区画道路１号・２号を前面道路とする敷地 

建築物の容積率の最高限度は下記のとおりとなります。 

 
地区の区分 住宅地区 住工共存地区 A 住工共存地区 B 

容積率の最高限度 200％ 300％ 300％ 

(3) 建築物の敷地面積の最低限度  対象：第 2段階のまちづくり区域全域  

建築物の敷地面積の最低限度を 65㎡以上とします。 

ただし、このルールが施行された際に、建築物の敷地として使用している 65㎡未満の土地で、分割

せずにその土地の全部を一つの敷地として使用する場合等は適用されません。 

 

 

(4) 壁面の位置の制限  対象：区画道路１号・２号を前面道路とする敷地 

前面道路の幅員が５ｍ未満の敷地では、幅 5mの道路状空間

の確保のため壁面の位置を制限します。（右図参照） 

 

①建物高さが 10ｍ以下の部分 

建物の壁面を道路中心線から 2.5ｍ後退します。 

 

②建物高さが 10ｍより上の部分 

建物の壁面を道路中心線から 3.5ｍ後退します。 

 

地盤面からの高さが 3.5mを超える部分に設けるひさし等は

この限りではありません。 

 

 

 

 

(5) 壁面後退区域における工作物の設置の制限 対象：区画道路 1号・2号を前面道路とする敷地 

壁面の位置が制限された区域では、門、塀、垣、柵、広告物、看板その他これらに類する交通の

妨げとなる工作物の設置はできません。 

  

(6) 建築物等の高さの最高限度 

建築物等の高さの最高限度は下記のとおりとなります。 
 

対象 項目 住宅地区 住工共存地区 A 住工共存地区 B 

区画道路１・２を 

前面道路とする敷地 

建築物等の高さの 

最高限度 
16m 19m 16m 

高度地区 
第３種高度地区 

同等 
なし 

第３種高度地区 

同等 

第 2段階のまちづくり 

区域全域 
日影規制 

5時間/３時間 

測定面 4.0ｍ 

5時間/３時間 

測定面 6.5ｍ 

5時間/３時間 

測定面 4.0ｍ 

(7) 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限  対象：第 2段階のまちづくり区域全域 

建築物及び工作物（屋外広告物を含む。）の形態、色彩その他の意匠は、原色を避け街並み形成に

配慮するなど、周辺環境に配慮したものとします。 

(8) 垣又は柵の構造の制限  対象：第 2段階のまちづくり区域全域 

垣又は柵の構造は、生垣、フェンス、金網等とします。 

ただし、高さ 60㎝以下の部分又は隣地境界に設置するものについては、適用されません。 

地区計画及び地区整備計画の区域 

 
区画道路１号 
（特別区道 36-420） 

区画道路２号 
（特別区道 36-440） 

30m 

30m 

赤城周辺地区地区計画・第２段階のまちづくり区域におけるまちづくりルール（地区整備計画）の概要について 

【地区の区分】 

住宅地区 

住工共存地区 A 

幹線道路沿道地区 

住工共存地区 B 

シンボルロード 

今回決定した路線 

地区計画の区域 

第２段階のまちづくり区域 

（新たに決定した地区整備計画の区域） 

平成２８年４月に決定した
地区整備計画の区域 

 壁面後退区域は道路ではありません。 

 建築する際の敷地面積に算入できます。 
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